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１ 改正法のご案内
（１） はじめに（令和 7年法律第6 3号、令和 7年 6月 11日公布）
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改正の趣旨

多様な労働者が活躍できる就業環境の整備を図るため、ハラスメント対策の強化、女性活躍推進法の有効期限の延長を含む女性活躍
の推進、治療と仕事の両立支援の推進等の措置を講ずる。

改正の概要

１．ハラスメント対策の強化【労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法】
①カスタマーハラスメントを防止するため、事業主に雇用管理上必要な措置を義務付け、国が指針を示すとともに、カスタマーハラス
メントに起因する問題に関する国、事業主、労働者及び顧客等の責務を明確化する。
②求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するため、事業主に雇用管理上必要な措置を義務付け、国が指針を示すとともに、
求職者等に対するセクシュアルハラスメントに起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務を明確化する。
③職場におけるハラスメントを行ってはならないことについて国民の規範意識を醸成するために、啓発活動を行う国の責務を定める。

２．女性活躍の推進【女性活躍推進法】
①男女間賃金差異及び女性管理職比率の情報公表を、常時雇用する労働者の数が101人以上の一般事業主及び特定事業主に義務付ける。
②女性活躍推進法の有効期限（令和８年３月31日まで）を令和18年３月31日まで、10年間延長する。
③女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性の健康上の特性に配慮して行われるべき旨を、基本原則において明確化する。
④政府が策定する女性活躍の推進に関する基本方針の記載事項の一つに、ハラスメント対策を位置付ける。
⑤女性活躍の推進に関する取組が特に優良な事業主に対する特例認定制度（プラチナえるぼし）の認定要件に、求職者等に対するセク
シュアルハラスメント防止に係る措置の内容を公表していることを追加する。
⑥特定事業主行動計画に係る手続の効率化を図る。

３．治療と仕事の両立支援の推進【労働施策総合推進法】
○事業主に対し、職場における治療と就業の両立を促進するため必要な措置を講じる努力義務を課すとともに、当該措置の適切・有効
な実施を図るための指針の根拠規定を整備する。 等

令和7年6月4日第217回通常国会にて、「労働施策総合推進法」及び「男女雇用機会均等法」等改正

案が可決され、令和7年6月11日に当該法改正案が公布されました。



１ 改正法のご案内
（２） カスタマーハラスメントの防止【労働施策総合推進法】
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ハラスメント対策強化に向けた改正ポイント①
≪施行日：公布後1年6か月以内の政令で定める日≫

● 事業主が、自社の労働者を顧客等によるハラスメント
から守るために講ずる措置を義務化するものです。

● ハラスメントの加害者（顧客・施設利用者等）を
取締る法律ではありません。

※この法律によるハラスメントの加害者への制裁措置の規定
はありません。



１ 改正法のご案内
（３） 求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止【男女雇用機会均等法】
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ハラスメント対策強化に向けた改正ポイント②
≪施行日：公布後1年6か月以内の政令で定める日≫

★これらのハラスメントに関する国、事業主、労働者、顧客等（カスタマーハラスメントのみ）の責務も明確化します。

※カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメントは行ってはならないものであり、

事業主・労働者・顧客等の責務として、他の労働者に対する言動に注意を払うよう努めるものとされています。

ハラスメントのない職場の実現に向けた国の啓発活動を強化します！

改正法では、国の責務として、職場におけるハラスメントを行ってはならないことについて国民の規範意識を醸成するために、

国が啓発活動を行う旨が定められました。職場におけるハラスメントについて、情報発信等の取組の充実を図ってまいります。



１ 改正法のご案内
（４） 女性活躍の推進【女性活躍推進法】
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女性活躍の更なる推進に向けた改正ポイント①

●令和８年（2026 年）３月31 日までとなっていた法律の有効期限が、令和18 年（2036 年）３月31 日までに延長さ

れました。

●従業員数101 人以上の企業は、「男女間賃金差異」及び「女性管理職比率」の情報公表が義務となります。

≪施行日：令和8年4月1日≫



１ 改正法のご案内
（４） 女性活躍の推進【女性活躍推進法】
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女性活躍の更なる推進に向けた改正ポイント②

●プラチナえるぼし認定の要件が追加されます。 ≪施行日：公布後1年6か月以内の政令で定める日≫

情報公表には、厚生労
働省の運営する

『女性の活躍推進企
業データベース』
をご活用ください。



１ 改正法のご案内
（５） 柔軟な働き方を実現するための措置【育児介護休業法】
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改正 育児介護休業法≪令和7年4月1日施行≫



１ 改正法のご案内
（５） 柔軟な働き方を実現するための措置【育児介護休業法】
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改正 育児介護休業法≪令和7年10月1日施行≫



１ 改正法のご案内
（５） 柔軟な働き方を実現するための措置【育児介護休業法】
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１ 改正法のご案内
（５） 柔軟な働き方を実現するための措置【育児介護休業法】
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１ 改正法のご案内
（５） 柔軟な働き方を実現するための措置【育児介護休業法】
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１ 改正法のご案内
（５） 柔軟な働き方を実現するための措置【育児介護休業法】
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両立支援に取り組む事業主への助成

金 【両立支援等助成金】

職業生活と家庭生活が両立できる「職場環境

づくり」のために、仕事と育児・介護の両立支

援に取り組む事業主に対して、両立支援等助

成金を支給しています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsu

ite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ry

ouritsu01/index.html



２ 同一労働同一賃金の遵守について

（１） 労働基準関係法令の概要
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働き方改革関連法に関する

時間外労働の上限規制等について

その働き方、見直

しましょう

～ 一億総活躍社会の実現に向けて ～



労働時間法制の見直しについて

1 時間外労働の上限規制
残業時間の上限を法律で規制することは、70年前（1947年）に制定された「労働基準法」において、初めての大改革となります。

（改正前） （改正後）

法律上は、残業時間の上限がありませんで

した（大臣告示）。

法律で残業時間の上限を定め、これを超

える残業はできなくなりました。



◎残業時間の上限は、原則として月４５時間・年３６０時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超

えることはできません。 （月４５時間は、１日当たり２時間程度の残業に相当します。）

◎臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、以下を守らなければなりません。

●時間外労働が年７２０時間以内

●時間外労働と休日労働の合計が月1 0 0時間未満

●時間外労働と休日労働の合計について、 「2か月平均」 「3か月平均」 「4か月平均」 「5か月平均」 「6か月

平均」が全て1か月当たり80時間以内

（月８０時間は、１日当たり４時間程度の残業に相当します。）

また、原則である月４５時間を超えることができるのは、年間６か月までです。



月残業80時間

＝１ 日残業4時間程度

上限なし

法律による上限（例外）

・年720時間

・複数月平均80時間＊

・月100時間未満＊
月残業45時間

＝１ 日残業２時間程度
＊休日労働を含む

大臣告示による上限
年間6か月まで 年間6か月まで

（行政指導） 法律による上限（原則）

残業時間月

45時間

年360時間

残業時間月

45時間

年360時間

法定労働時間
１日８時間
週40時間

法定労働時間
１日８時間
週40時間

１年間＝12か月 １年間＝12か月



以下の事業・業務についても適用が開始されました。

【適用が猶予されていた事業・業務】

建設事業
2024年4月1日から、上限規制が適用されました。
（ただし、災害時における復旧・復興の事業については、１か月１００時間未満・複数月平均８０

時間以内の要件は適用されません。）

自動車運転の
業務

2024年4月1日から、上限規制が適用されました。
（ただし、適用後の上限時間は、年９６０時間とし、1か月１００時間未満・複数月平均８０時間以

内の要件、月４５時間を超えることができるのは年６回までとする規制は適用されません。）

医 師
2024年4月1日から、上限規制が適用されました。
（ただし、適用後の年の上限時間は、最大１，８６０時間とし、複数月平均８０時間以内の要件、

月４５時間を超えることができるのは年６回までとする規制は適用されません。また、医療法等

に追加的健康確保措置に関する定めがあります。）

鹿児島県及び沖縄県

における砂糖製造業 2024年4月1日から、上限規制が適用されました。

医師の面接指導（※）、代替休暇の付与等の健康確保措置を設けた上で、

新技術・新商品等
の研究開発業務

時間外労働の上限規制は適用しません。

※1週間当たり40時間を超えて労働した時間が月100時間を超えた労働者に対し
ては、事業者は、その者に必ず医師による面接指導を受けさせなければなりませ
ん。



Check Point 

■①「１日」「１か月」「１年」のそれぞれの時間外労働が、36協定で定めた時間を超えないこと。

㾎 36協定で定めた「１日」の時間外労働の限度を超えないように日々注意してください。

また、日々および月々の時間外労働の累計時間を把握し、36協定で定めた「１か月」「１年」の時間外労働の限度を超えないように注意してください。

■②休日労働の回数・時間が、36協定で定めた回数・時間を超えないこと。

■③特別条項の回数(＝時間外労働が限度時間を超える回数)が、36協定で定めた回数を超えないこと。

月の時間外労働が限度時間を超えた回数(＝特別条項の回数)の年度の累計回数を把握し、36協定で定めた回数を超えないように注意してください。

■④毎月の時間外労働と休日労働の合計が、100時間以上にならないこと。

■⑤月の時間外労働と休日労働の合計について、どの2∼6か月の平均をとっても、1か月当たり80時間を超えないこと。

例えば、時間外労働と休日労働を合計して80時間を超える月が全くないような事業場であれば、①∼③のポイントだけ守れば

よいことになります。

上限規制を遵守するためには、上記のチェックポイントを日々守っていただく必要があります。特に、④・⑤のポイントは、今回の法改正で初め

て導入される規制となり、時間外労働と休日労働を合計するという新たな管理が必要となります。

㾎



2 年次有給休暇の取得義務化
2019年4月1日施行

労働基準法では、労働者の心身のリフレッシュを図ることを目的として、一定の要件を満たす労働者に対

し、毎年一定日数の年次有給休暇を与えることを規定しています。（※）

（※）年次有給休暇（労働基準法第39条）

雇入れの日から起算して６か月継続勤務し、全労働日の８割以上出勤した労働者（管理監督者を含む）には、年10日の有給休暇が付与されます。

継続勤務６年６か月で年20日が限度となります。

パートタイム労働者など所定労働日数が少ない労働者については、所定労働日数に応じた日数の有給休暇が比例付与されます。

●年次有給休暇は、原則として、労働者が請求する時季に与えることとされていますが、職場への配慮やためらい等の

理由から取得率が低調な現状にあり、年次有給休暇の取得促進が課題となっています。

●このため、今般、労働基準法が改正され、2019年４月から、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与

される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年５日については、使用者が時季を指定して取得させることが必

要となりました。



■時季指定義務のポイント

労働者の申出による取得（原則） 使用者の時季指定による取得（新設）

労働者が使用者に取

得時季を申出

使用者が労働者に

取得時季の意見を聴取

労働者の意見を尊重し使用者

が取得時季を指定

労働者

「○月×日に

休みます」 使用者 労働者 「○月×日に休ん

でください」

使用者

１０日付与（基準日）

【（例）4/1入社の場合】

4/1 

入社

10/1 4/1 9/30 

１０/１∼翌９/３０までの１年間に５日取得時季

を指定しなければならない。

◆対象者は、年次有給休暇が10日以上付与される労働者（管理監督者を含む）に限ります。

◆労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日 （基準日）から１年以内に５日について、使用者が取得時季を指定して与え

る必要があります。

（※）使用者は、時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取し、その意見を尊重するよう努めなければなりません。

◆年次有給休暇を５日以上取得済みの労働者に対しては、使用者による時季指定は不要です。

（※）労働者が自ら申し出て取得した日数や、労使協定で取得時季を定めて与えた日数（計画的付与）については、５日から控除することができます。

（例） 労働者が自ら５日取得した場合 ⇒   使用者の時季指定は不要

労働者が自ら３日取得＋計画的付与２日の場合 ⇒                   〃

労働者が自ら３日取得した場合 ⇒   使用者は２日を時季指定

計画的付与で２日取得した場合 ⇒         〃  ３日 〃

（※）半日単位の年休は5日から控除することができますが、時間単位の年休は5日から控除することができません。



■年次有給休暇管理簿

使用者は、労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、３年間保存しなければな

りません。

時季、日数及び基準日を労働者ごとに明らかにした書類（年次有給休暇管理簿）を作成し、当該年休を与えた期間中及び当該期間の満了

後３年間保存しなければなりません。

（年次有給休暇管理簿は労働者名簿または賃金台帳とあわせて調製することができます。 また、必要なときにいつでも出力できる仕組みと

した上で、システム上で管理することも差し支えありません。）

（例）労働者名簿または賃金台帳に以下のような必要事項を盛り込んだ表を追加する。

基準日（労働基準法第39条
第７項関係） 2024/4/1 基準日

（補足）基準日が２つ存在する場合には、基準日を２つ

記載する必要があります。

基準日から１年以内の期間
における年次有給休暇の取
得日数

年次有給休暇取
得日数

18日 日数

（補足）基準日から１年以内の期間における年休取得日数

（基準日が２つ存在する場合には１つ目の基準日

から２つ目の基準日の１年後までの期間における

年休取得日数）を記載する必要があります。

年次有給休暇を取得した日
付

2024/     2024/ 

4/4（木） 5/7（火）

2024/      2024/ 

9/2（月） 10/9（水）

2024/ 

6/3（月）

2024/ 

7/1（月）
2024/      2024/       2024/      2024/ 

8/1（木） 8/13（火） 8/14（水） 8/15

（木）

2025/      2025/      2025/      2025/ 

1/14（火） 2/10（月） 3/19（水） 3/20

（木）

2024/ 

8/16（金）

2024/ 

8/19（月）

2024/ 

11/5（火）

2024/ 

12/6（金）

時季（年次有給休暇を取得した日付



ここも注目 ∼就業規則による規定∼
休暇に関する事項は就業規則の絶対的必要記載事項（労働基準法第89条）であるため、使用者による年次有給休暇の時

季指定を実施する場合は、時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等について、就業規則に記載しなけ

ればなりません。

（規定例）第○条

１ 項∼４項（略） （※）厚生労働省HPで公開しているモデル就業規則をご参照ください。

5  第１項又は第２項の年次有給休暇が10日以上与えられた労働者に対しては、第３項の規定にかかわらず、付与日から１年以内に、当該労働者の

有する年次有給休暇日数のうち５日について、会社が労働者の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。た

だし、労働者が第３項又は第４項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を５日から控除するものとする。



2024年4月から労働条件明示のルールが変わりました。



２ 同一労働同一賃金の遵守について
（２） 同一労働同一賃金の遵守について

26

1.パート・有期等非正規雇用労働者の動向

正規雇用労働者・非正規雇用労働者の賃金の推移（雇用形態別・時給（実質）ベース）



２ 同一労働同一賃金の遵守について
（２） 同一労働同一賃金の遵守について
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2.パートタイム・有期雇用労働法について



２ 同一労働同一賃金の遵守について
（２） 同一労働同一賃金の遵守について
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29



30



２ 同一労働同一賃金の遵守について
（２） 同一労働同一賃金の遵守について
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3.支援策について



２ 同一労働同一賃金の遵守について
（２） 同一労働同一賃金の遵守について
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3.支援策について



２ 同一労働同一賃金の遵守について
（２） 同一労働同一賃金の遵守について

33

3.支援策について



２ 同一労働同一賃金の遵守について
（２） 同一労働同一賃金の遵守について

34

4.同一労働同一賃金の取組に関するアンケート



福島労働局

雇用環境・均等室

ご清聴ありがとうございました。
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